
 

 

国選弁護人の選任に関する要望書 
（※本要望書の有効期限は事件毎に受付から３か月です） 

令和   年   月   日 

◎法テラス高知 （FAX：088-873-3023） 御中 

◎高知弁護士会 （FAX：088-872-0838） 御中  弁護士会宛にも同時にファックスしてください 

◎法テラス大阪 休日国選ご担当者 様 （FAX：06-6367-1156）  休日前日（多くは金曜日）の

17時00分から休日最終日（多くは日曜日）の15時00分の間は、法テラス大阪にも同時にＦＡＸしてください。 

【注意】ファックスが遅れると、要望書を踏まえた指名通知が行われない可能性がありますので、法テラスの業務時間

内については電話連絡（法テラス高知ＴＥＬ050-3383-5577・法テラス大阪 TEL050-3383-5428）も併せご利用下さい。 

弁護士                        印  （登録番号：            ） 

携帯電話番号  ：      ―      ―      

【指名通知を要望する事件】 

□被疑者 

□被告人 

フリガナ 
（氏 名） 

【注意】通称や異名がある場合でも、本名を記載
して頂くようお願いします。 

（昭和 ・ 平成   年   月   日  生） 

事件名 
 

（上記事件以外の罪名での受任の可否： □可 ・ □不可） 

【注意】被疑者国選対象事件でない場

合、被疑者段階は刑事被疑者援助制度

を利用して私選受任して下さい。 

裁判所・検察庁  

□ 逮捕日  ・  □ 勾留開始日  ・ □ 起訴日 令和    年    月    日 

勾留場所 警察署  ・           拘置支所 

当職は、上記事件につき、被疑者・被告人より国選弁護人選任請求予定（済み）の回答を受けているところ、下記の

事情により、国選弁護人として指名通知されることを要望します。裁判所から指名通知依頼があった場合には、

本書を以って受任意思あるものとして当職の氏名等を法テラスが代筆して指名通知することを予め承諾致します。 

【①～⑥のうち、該当するものに✔を付けて下さい】 

□① 当職は本件について、（ 勾留前被疑者援助 ・ 刑事被疑者援助 ）事件として受任し、（ 勾留 ・ 起訴 ）

を受けて（ 辞任した ・ 辞任する予定である ）。 

□② 当職は本件について、当番弁護士又は私選紹介弁護士として接見し、私選弁護人としては受任しなかった。 

□③ 当職は本件について、被疑者国選弁護人として受任していたが、被疑者の釈放により弁護人選任の効力が

失われ、その後起訴される若しくは起訴された。 

□④ 当職は本件について、国選付添事件又は少年付添援助事件として受任し、検察官送致（逆送）決定を受け

て、付添人選任の効力が失われ又は辞任した。 

□⑤ 当職は同人について、すでに先行する別件を国選受任しており（    年  月  日受任・事件

名：                 ）、本件についても事情説明を受けている。 

□⑥ 当職は同人について、すでに先行する別件を刑事被疑者援助又は少年付添援助事件として受任しており

（     年  月  日受任・事件名：             ）、本件についても事情説明を受けている。 

高 知 


